
◇令和元年度東京都内国民健康保険税（料）率等の状況

所得割（％） 均等割（円） 限度額（円） 所得割（％） 均等割（円） 限度額（円） 所得割（％） 均等割（円） 限度額（円）

昭 島 市 5.60% 27,500 610,000 2.25% 11,500 190,000 1.70% 14,500 160,000

26 市 平 均 5.32% 27,505 599,231 1.81% 10,305 190,000 1.66% 12,652 160,000

町 村 平 均 4.62% 19,431 602,308 1.46% 8,269 190,000 1.18% 10,138 160,000

市町村平均 5.08% 24,813 600,256 1.69% 9,627 190,000 1.50% 11,814 160,000

特別区平均 7.28% 39,748 610,000 2.23% 12,204 190,000 1.58% 15,539 160,000

都 内 平 均 5.90% 30,354 603,871 1.89% 10,583 190,000 1.53% 13,196 160,000

◇保険税（料）率の考え方

実際に得られる税収入

　　※収納率によって増減する

実際に得られる税収入

　　※収納率によって増減する

　人口規模の大きな都市部では、住民の移動も多く保険税（料）の収納に課題を抱えている。東京都では、

都心部のこうした影響が大きく、全国での収納率はほぼ例年最下位となっている。

２-１資料
元運協⑤
R1.10.25

昭島市の現状

基礎課税（賦課）分 後期高齢者支援金等課税（賦課）分 介護納付金課税（賦課）分

【平成31年4月1日現在】

◎　各保険者の状況は別紙（次ページ）のとおり

◎　平均値を算出しているのは、すべての保険者が賦課を行っている、所得割、均等割と賦課限度額について

特別区等の場合

←本来必要な税収入額

←収納率100％で得られる額（調定額）
繰入金等で補填

（賦課不足分＋未収金分）

繰入金等で補填

←本来必要な税収入額

※調定額が同額となるように
（未収金分のみ） 保険税（料）率を設定


